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令和５年度独立行政法人大学改革支援・学位授与機構学位審査会（第４回）議事要旨 

 

 

１ 日 時  令和６年２月19日（月）14時00分～14時50分 

 

２ 場 所  Web開催 

 

３ 出席者 大芝委員長，影山副委員長 

宇髙，岡山，佐藤（和），佐藤（正），椎原，菅原，鈴木， 

舘石，松尾，宮崎，山下（哲），𠮷川の各委員 

     （機構側出席者） 

      福田機構長，光石理事，絹笠理事，戸田山研究開発部長， 

阿部管理部長，平尾学位審査課長 

 

４ 令和５年度学位審査会（第３回）議事要旨について 

  確定版として配付された。 

 

５ 議 事 

 (1) 学士，修士及び博士の学位授与の審査の結果について 

学位審査課長から，資料1-1～1-5に基づき，令和５年度10月期の短期大学及び高等

専門学校の卒業者等及び特例適用専攻科の修了見込者に対する学士の学位授与の審査，

令和５年９月の省庁大学校の認定課程修了者に対する博士の学位授与の審査及び試験

（口頭試問），並びに令和５年３月の省庁大学校の認定課程修了者のうち判定を保留

した者に対する修士の学位授与に係る審査に関して，各専門委員会・部会における審

査結果報告，及びその報告に基づき作成した学位審査会判定案についての説明があっ

た。 

その後，審議の結果，令和５年度10月期の短期大学及び高等専門学校の卒業者等に

ついては，資料1-1及び1-2の判定案のとおり，申請者594人のうち507人が「合格（う

ち認定専攻科修了見込者275人は「合格見込」）」，87人が「不合格」，特例適用専攻

科修了見込者については，資料1-3の判定案のとおり，短期大学専攻科からの申請者262

人，高等専門学校専攻科からの申請者1,511人の計1,773人全員が「合格見込」と判定

された。今後，単位の修得結果，学修総まとめ科目の成果の要旨の提出及び専攻科の

修了を確認した上で最終的な合否を確定することとされた。 

また，省庁大学校の認定課程修了者については，資料1-4の判定案のとおり博士の申

請者22人のうち20人が「合格」及び２人が「保留」と判定された。また，令和５年３

月の認定課程修了者に係る修士の学位授与については，資料1-5の判定案のとおり，こ

れまで判定を保留した申請者１人が「合格」と判定された。 

 

(2) 認定課程修了者等に係る学士，修士及び博士の学位授与の審査について 

学位審査課長から，資料2-1～2-3に基づき，令和６年３月の省庁大学校の認定課程

修了予定者に係る学士の学位授与申請予定者数，令和６年３月の修了見込者に係る修

士・博士の審査，及び令和６年３月の修了予定者（留学生等）に係る修士・博士の学

位授与申請予定者数の状況について説明があった。 

その後，審議の結果，令和６年３月修了予定の学士の学位授与申請予定者1,000人に
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ついては，３月の正式な申請を受けた後，認定課程の修了及び大学設置基準に規定さ

れる単位以上の修得を，各教育施設の長が発行する証明書に基づいて機構で確認の上，

速やかに学位を授与し，審査結果を次回の学位審査会にて報告することが了承された。 

令和６年３月修了見込者の修士の学位授与申請者20人及び博士の学位授与申請者３

人については，論文審査及び試験（口頭試問）の結果を受け，合格となった者には速

やかに学位を授与し，審査結果を次回の学位審査会にて報告することが了承された。 

また，令和６年３月修了予定者（留学生等）の修士の学位授与申請予定者51人及び

博士の学位授与申請予定者３人については，３月中に論文審査及び試験（口頭試問）

を行うことが了承された。 

 

(3) 教育の実施状況等の審査の結果について 

学位審査課長から，資料3-1及び3-2に基づき，今年度の第２回学位審査会において

審査が付託された短期大学の認定専攻科，短期大学及び高等専門学校の特例適用専攻

科，並びに第１回学位審査会において審査が付託された省庁大学校の認定課程に係る

令和５年度の教育の実施状況等の審査に関して，審査を担当した各専門委員会・部会

における審査結果報告，及びその報告に基づき作成した学位審査会判定案について説

明があった。 

その後，審議の結果，教育の実施状況等の適否については，短期大学の認定専攻科

については審査対象となった４校５専攻が「適」，短期大学及び高等専門学校の特例

適用専攻科については審査対象となった14校20専攻が「適」，省庁大学校の認定課程

については審査対象となった１校３課程すべてが「適」と判定された。 

 

(4) 特例適用専攻科の変更の届出に係る審査の結果について 

  学位審査課長から，資料４に基づき，今年度の第３回学位審査会において審査が付

託された，短期大学及び高等専門学校の特例適用専攻科の令和６年度からの変更に関

して，審査を担当した各専門委員会・部会における審査結果報告，及びその報告に基

づき作成した学位審査会判定案について説明があった。 

その後，審議の結果，審査の対象となった専攻について，資料４の審査担当専門委

員会・部会の審査結果のとおり，一部の科目または個表が否とされたものの，変更を

「可」とすることで判定された。 

 

 (5) 特例適用専攻科における学修総まとめ科目の実施状況等に関する学位審査会意見に

ついて 

研究開発部幹事から，資料５に基づき，令和５年度４月期の学修総まとめ科目の実

施状況等に関する学位審査会意見案等について説明があり，審議の結果，原案のとお

り了承され，専門委員会において付された意見は学位審査会終了後に専攻科に伝達す

ることとされた。 

 

 (6) 学位授与事業に関する規則等の一部改正について 

学位審査課長から，資料６に基づき，修士又は博士の学位授与に係る審査の方法・

体制に関する内規の改正について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。 
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（報告事項） 

(7) その他 

 ①学士の学位授与に係る修得単位審査要項の改正について 

  学位審査課長から，資料7-1に基づき，学士の学位授与に係る修得単位審査要項の改

正について説明があった。 

②令和６年度学位授与関係スケジュールについて 

学位審査課長から，資料7-2に基づき，令和６年度の審査スケジュール案について説

明があった。 

 

最後に，大芝委員長より，本日の審議結果については規則に基づき，大学改革

支援・学位授与機構長に後日文書で報告すると発言があった。 

 その後，今年度をもって学位審査会委員を退任する宇髙委員，山下（哲）委員より，

退任の挨拶があった。 

以 上 


